
環境・社会への取り組み

より安心･安全なゲームプレイ環境の提供

社会的責任への取り組みとして、日本、北米、欧州などで当社
グループが販売する家庭用ゲームソフトについて、各国で採用さ
れているゲーム内容を基準としたレーティング制度を利用し、対
象年齢など所定の表示を行っています。※1また、日本で提供して
いるモバイルゲームについては、一般社団法人コンピュータエン
ターテインメント協会が制定した「ネットワークゲームにおける
ランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」※2を遵守し、全
ての有料アイテムの確率表記を行っています。このように、当社グ
ループは、ゲーム内容に関する適切な表示を行うことで、お客様
により一層安心･安全なゲームプレイ環境を提供しています。
※1  日本のレーティング制度は、特定非営利活動法人コンピュータエンターテ
インメントレーティング機構（略称CERO）が実施し、ゲーム内容に基づい
て対象年齢層を表示しています。

※2  有料ガチャ（金銭もしくは金銭で購入できる仮想通貨を直接の対価とする
ことができるランダム型アイテム提供方式）で提供されるアイテムについ
て、全てのアイテムとそれらの提供割合を表示することによって、お客様の
購入判断に役立てていただいています。

持続的成長に向けた教育･啓発支援の実施

当社は、東京藝術大学大学院映像研究科およびCOI（Center 
of Innovation）拠点と協力し、「東京藝術大学にゲーム学科が
できたとしたら」という想定のもと、2017年度に期間限定で仮
想のゲーム学科を開校し、「東京藝術大学ゲーム学科(仮)」展
を開催しました。また、翌2018年度には「東京藝術大学ゲーム
学科（仮）「第0年次」展」と題した展示会を実施し、当社グルー
プの株式会社Luminous Production（以下、Luminous 
Production）のクリエイターをメンターとした「A to Gプロ
ジェクト」の成果を披露しました。これらの成果に基づき、ゲー
ムを中心とした制作・研究を行う「ゲームコース」が2019年度
から東京藝術大学大学院映像研究科に開設され、ゲームを芸
術の一分野として捉え、ゲームの可能性や映像表現のフィール
ドを広げようという同学の試みに協力することになりました。
今後も、スクウェア・エニックスから当該コースへの講師派遣
や、Luminous Productionのクリエイターによる「A to Gプ
ロジェクト」におけるゲーム制作へのメンタリングなどを積極
的に行ってまいります。
また、スクウェア・エニックスは、2018年12月に中央大学と連
携協定を締結しました。本協定は、教養豊かな国際的人材育成
を目的として、人的・知的資源の交流と活用を図るものです。本
協定に基づき、同学国際情報学部（iTL）においてスクウェア・エ

ニックスの寄付講座を開設することとし、2021年度の開講を目
指して準備中です。
当社グループは今後も、こうした産学協同の取り組みを継続
的に推進し、新しい表現の可能性を追求していくとともに、日本
のコンテンツ産業の発展、発信力の向上に貢献します。

「COVID-19と戦う知財宣言」に参画

世界的大流行（パンデミック）を引き起こしている新型コロナ
ウイルス感染症（COVID-19）のさらなる感染拡大を防止するた
めには、産官学が連携し、治療薬、ワクチン、医療機器、感染防止
製品等の開発及び製造を、従来の常識や固定観念にとらわれな
いスピードで進める必要があります。
当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的と
して我が国の主要企業・業界団体が推進する「知的財産に関する
新型コロナウイルス感染症対策支援宣言（COVID-19と戦う知
財宣言）」の趣旨に賛同し、本宣言に参画しています。
本宣言に則り、当社及びスクウェア・エニックスは、世界保健機
関（WHO）が新型コロナウイルス感染症まん延の終結宣言を行
う日までの間、新型コロナウイルス感染症の診断、予防、封じ込
め及び治療をはじめとする、新型コロナウイルス感染症のまん延
終結を唯一の目的とした行為について、特許権の権利行使を行
わず、その実施に対し一切の対価や補償を求めません。
当社グループでは引き続き、関係機関の皆様と連携し、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止に貢献してまいります。

新型コロナウイルス感染症対策に取り組む慈善活動を
支援

当社グループは、新型コロナウイルス感染症対策に対する支
援活動として、北米及び欧州で「Stay Home & Play」キャンペー
ンを独自に展開しています。本キャンペーンの一環として、当社グ
ループは、食料不安からホームレス対策まで様々な社会課題に
取り組む慈善団体のための募金活動を実施し、慈善団体への寄
付金の総額は240万ドルに達しました。この中には、PCダウン
ロードゲームの販売収益の100%を慈善団体に寄付する「Stay 
Home & Playイニシアティヴ」が含まれています。さらに、特定
の人気過去タイトルについて無償で提供することとし、1,600万
本以上がダウンロードされました。これらの取り組みは、世界中
のゲームプレイヤーから大きな支援を受けました。

当社グループでは、環境・社会への取り組みを通じて、企業価値の向上と持続的成長の実現を目指しています。
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人材に関する取り組み

人材育成

社員の成長を促し、それぞれの顕在能力を最大化すること、またそれがより最適な形で発揮されることは、当社グループの持続可能な
成長を実現するための大きな原動力となります。スクウェア・エニックスは様々な機会を通じて、人材育成に積極的に取り組んでいます。

新入社員研修「GameDev Boot Camp」
ゲームの企画から発売までの開発プロセスをチーム単位で疑
似体験させることで、基本的業務スキルを修得させ、チームメン
バーと協働することの重要性を体得させます。さらに、失敗を恐
れず挑戦するマインドを醸成します。職場配属後は、自ら考え、判
断し、行動する等、主体性を重視したOJTを行っています。

コンプライアンス研修
労働基準法、著作権法、資金決済法、景品表示法など、スクウェ
ア・エニックスを取り巻く法規制を正しく理解し、日々の事業活
動に反映すべく、管理職を中心としたコンプライアンス研修を実
施しています。また全社員に向けた周知・啓発活動を行い、社員
の理解を深めるとともに、全社的にコンプライアンス意識の一層
の向上に取り組んでいます。

グローバル人材育成
英語を中心としたグローバル
コミュニケーションの必要性が
ますます高まる中、社内英会話
教室の開催、オンライン英語学
習の提供などを通じ、社員の外
国語スキル習得を推進しています。

最先端技術教育
AI、ブロックチェーン技術、その他最先端技術に関する社員の
リテラシーを高め、コンテンツ開発に活用することを目的とし
て、情報交換会・社内セミナーの定期開催、イントラネットを活
用した最先端技術情報の共有・自己啓発の促進などに取り組ん
でいます。

働き方の多様化

社員の働き方に対する価値観の多様化やライフステージの変化に対応し、法定を上回る水準の勤務制度や独自の福利厚生施策を導
入しています。これにより、最適なワークライフバランスの実現を後押ししています。

「保活コンシェルジュサービス」の導入
外部サービスとして「保活コンシェルジュサービス」を社員に
提供しています。専門家からのノウハウ、情報の共有や相談を通
じ、効果的で効率的な保育園探し及び出産後のスムーズな職場
復帰を支援しています。

在宅勤務
在宅勤務を原則とした柔軟かつ多様な勤怠制度と業務推進体
制を整備することにより、業務効率及び生産性を向上させるとと
もに、多様化する社員の働き方ニーズに応え、ワークライフバラ
ンスの取れた最適な就労環境を提供していきます。

当社グループでは、企業理念である「最高の『物語』を提供することで、世界中の人々の幸福に貢献する。」を継続
的に実現する社内環境整備に取り組んでいます。革新的で創造的なアイデアが生まれる環境、すなわち個々の社
員が十分に能力を発揮できる企業風土及び職場環境を提供するとともに、多様な働き方のできる人事制度を導
入しています。当社グループにおける人事施策の代表事例として、株式会社スクウェア・エニックス（以下、「スク
ウェア・エニックス」）の取り組みを以下にご紹介します。

ESG（環境・社会・ガバナンス）
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健康経営

お客様に最高の製品やサービスを提供するための基盤となる
のは、社員の健康であることは言うまでもありません。スクウェ
ア・エニックスでは、社員が心身共に健康であること、及びその増
進を図ることを重要な経営課題の一つと捉えています。日常的
な健康管理、運動習慣の重要性を様々な施策を通じて発信する
ことで、社員全員が意識し、行動する企業風土づくりを積極的に
進めています。

産業保健体制の強化

社内巡回ストレッチ、ヨガ教室
これまで専門のインストラクターが各職場を巡回し、デスク
ワーク中心の社員が自席で簡単にできる肩こり、腰痛予防スト
レッチなどを実地指導する社内巡回ストレッチや、ヨガインスト
ラクターによるヨガ教室を定期的に開催してきました。在宅勤務
を原則とした勤務体制が定着する中、オンラインによる「自宅に
居ながら取り組める健康経営施策」を新たに開始しました。今後
もこのような様々な施策を積極的に推進し、社員の健康増進に
努めていきます。

社 員常勤産業医
常勤保健師
臨床心理士

衛生委員会

人事 職場

EC事業本部 オンラインビジネス推進ディビジョン（メンバーズグループ）

松木 仁美

二人の子供を育てながら、育児介護勤務
者向けの「時短フレックス制」を利用して勤
務しております。
本制度は、通常のフレックスタイム制とは

違ってコアタイムがないので、病院の付き添いによる遅出や、小学
校での面談等よる早退が必要な日は、始業・就業時間を調整する
など、状況に応じて活用しております。
子育てをしていると不測の事態が頻発しがちですが、始業・終業

時間の悩みが減り、業務の組み立てがしやすくなりました。

法務・知的財産部

草刈 賢

第一子誕生に伴い、約1年間の育児休業
を取得しました。
まずは、理解のある職場に大変感謝して
おります。これ程の長期休業は初めてだっ

たので、不安もありましたが、チームメンバーにサポートしてもら
い、復帰もスムーズにできました。
休業中は妻と二人で家事を分担し、初めての育児を経験しなが

ら大変有意義な日々を過ごすことができました。

両立支援制度（介護）
介護休業　
対象家族1人につき、1要介護状態ごとに
通算1年まで（3回を上限に分割取得可）

介護休暇
対象家族1人につき年間5日上限、
対象家族2人以上は人数×5日

時間短縮等措置
複数の勤務体系を導入し、社員が選択し、利
用可能。対象家族1人につき利用開始から3
年間で2回以上利用可能
・  所定労働時間の短縮
・ 始業、終業時間の繰り上げ、繰り下げ
・  フレックスタイム制（時短フレックス制
あり）

両立支援制度(育児)

妊娠 育児出産

•  マタニティ休暇
（15日上限）

1歳 1歳半 2歳 3歳 小学校
就学前

中学校
就学前

• 配偶者出産期休暇
（出生の日から1か月以内で3日）

・ 時間外労働、深夜業の制限
・ 看護休暇（子1人につき年間5日上限、子2人以上は人数×5日）

法定取得可能期間

・ 時短勤務等
・ 所定外労働の免除

法定取得可能期間

• 育児休業
子が1才6か月に達する日か、または子の
1才の誕生日後最初に到来する4月末日
のいずれか遅い方まで取得可

法定取得可能期間（原則）

オンラインヨガ教室動画配信オンラインストレッチライブ配信
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1. コーポレート・ガバナンスの概要
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、多彩なコンテンツ／サービス事業を展開しているス

クウェア・エニックス・グループを統括する純粋持株会社であり、

迅速、透明かつ健全な経営体制のもと、株主・顧客・取引先・従業

員・社会等当社が関わるすべてのステークホルダーの利益を尊

重し、良好な関係性を維持することが、当社グループの持続的成

長と中長期的な企業価値最大化の実現に必要不可欠なものと

認識しております。そのため、当社は、コーポレート・ガバナンス

の充実・強化が重要な経営課題であると認識しており、グループ

として継続的に取り組んでおります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、企業統治の一層の充実を図ることを目的に、2018年

6月22日開催の第38回定時株主総会の決議を経て、監査等委員

会設置会社に移行いたしました。社外取締役のみで構成する監

査等委員会を設置することにより、経営に対する監査・監督機能

の強化を図っております。

さらに、経営と執行の分離を明確にするため、取締役会は社

外取締役を中心とした構成としてモニタリング機能を強化する

一方、重要な業務執行の決定につき取締役会から取締役に委任

できるよう定款に規定したうえで、業務執行権限を代表取締役

に集約し、業務執行の効率化・迅速化を図る体制を整備してお

ります。

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名（うち

社外取締役4名）及び監査等委員である取締役3名（全員社外取

締役、うち常勤1名）が在任しており、社外取締役全員を東京証

券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

取締役会は、原則として月1回開催し、各取締役による検討・

意見交換などにより相互牽制機能を十分に高めつつ、活性化が

図られております。また、役員報酬及び取締役候補者の決定に

係る客観性と透明性を確保するため、社外取締役及び代表取締

役社長を構成員とする「報酬・指名委員会」を任意で設置し、役

員報酬制度の基本方針及び取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の個別報酬額並びに取締役候補者の指名基準を、当該委

員会において決定しております。

監査等委員会は、原則として月1回開催し、監査等委員会監

査等基準に準拠し、内部統制システムの構築・運用状況等を踏

まえたうえで、内部統制部門と連携しつつ、取締役の職務執行

の適法性や妥当性に関する監査を行っております。なお、監査

等委員の中には財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

る者がおります。

当社は、取締役会において、「内部統制システム構築に関す

る基本方針」を決議し、これを維持・推進することで、監査・監

督機能の徹底を図り、業務執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するとともに、取締役の職務執行の効率化を推進して

おります。

さらに、コンプライアンス体制の徹底を図るため、「行動規

範」においてコンプライアンスの重要性を明確化するとともに、

「内部統制委員会」及び内部通報制度を設置し、全社的なコン

プライアンスの取り組みを横断的に統括しております。また、IT

統制及び効率的業務遂行の基盤である情報システムの管理・運

営に関しては、「情報システム運営委員会」を設置し、情報シス

テム全般を統制しております。

なお、リスク管理体制の徹底を図るため、内部管理部門の強

化、並びに内部統制委員会及び内部通報制度の設置により、全

社的なリスク管理の取り組みを横断的に統括しております。

当社は、当社の子会社の業務の適正を確保するため、「関係

会社管理規程」を制定し、当社の子会社に対し、当該会社の当

社グループにおける重要性及び会社規模に応じた適正な管理・

監督を行っております。当該規程に基づき、当社の子会社の経

営状況その他の重要な情報について報告を求めるとともに、主

要なグループ会社にあっては、月次及び随時の報告会を開催す

るなどの方法により、グループ会社の経営状況を適時把握し、

必要な措置を適時的確に行うこととしております。

コーポレート・ガバナンスの状況等

ESG（環境・社会・ガバナンス）
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主要な会議体の構成員は以下のとおりであります。

（◎は議長、委員長を表す。）

役職名 氏名 取締役会 監査等
委員会

報酬・指名
委員会

内部統制
委員会

代表取締役
社長

松田
洋祐 ◎ ◎ ◎

取締役 千田
幸信 ○ ○

社外取締役 山村
幸広 ○ ○

社外取締役 西浦
裕二 ○ ○

社外取締役 小川
正人 ○ ○

社外取締役 岡本
美津子 ○

社外取締役
（常勤監査等

委員

小林
諒一 ○ ◎ ○ ○

社外取締役
（監査等委員）

豊島
忠夫 ○ ○

社外取締役
（監査等委員）

進士
肇 ○ ○

経理財務部長 松田
敦志 ○

③責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づ

き、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各氏

とも10百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としてお

ります。

④取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は12名以内

とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定め

ております。

⑤取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。ま

た、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めて

おります。

⑥剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める

事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会

の決議により定めることができる旨定款に定めております。これ

は、機動的な資本政策の選択肢を拡げることを目的とするもの

であります。

⑦取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議

をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役（取締役で

あった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することが

できる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行す

るにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果た

しうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑧株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議

要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の

3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上

をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会におけ

る特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な

運営を行うことを目的とするものであります。

⑨取締役会の出席状況

氏名（役職） 2020年3月期取締役会出席状況

松田 洋祐（代表取締役社長） 100%（15回／15回）

千田 幸信（取締役） 100%（15回／15回）

山村 幸広（社外取締役） 100%（15回／15回）

西浦 裕二（社外取締役） 100%（15回／15回）

小川 正人（社外取締役） 100%（15回／15回）

小林 諒一
（社外取締役（常勤監査等委員）） 100%（15回／15回）

松田 隆次
（社外取締役（監査等委員）） 100%（15回／15回）

豊島 忠夫
（社外取締役（監査等委員）） 100%（15回／15回）
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⑩社外役員の状況

イ.  当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は7名であり、当社と各社外取締役との間

に特別の利害関係はありません。

ロ.  当社の企業統治において果たす機能及び役割

山村幸広氏、西浦裕二氏及び小川正人氏は、当社社外取締役

に就任以来、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づ

き、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担っており、取

締役会においても、独立の立場から当社グループの持続的な成

長、中長期的な企業価値の向上及び企業統治体制の一層の充

実のための発言を行っております。

岡本美津子氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませ

んが、アニメーションを含むコンテンツ分野における豊富な実

務経験と幅広い学識・見識を有しているため、当社グループ事業

全般に関する助言を行うこと、及び取締役の職務執行に対する

監督・牽制機能を担うことを期待し、社外取締役に選任しており

ます。

小林諒一氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏に関する企業統治にお

いて果たす機能及び役割につきましては、「2. 監査の状況 ①監

査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。

ハ.  社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基

準又は方針の内容

当社は、社外取締役を選任するための独立性について特段の

定めを設けておりませんが、財務、会計、内部統制等に関する専

門的知見に基づき当社の企業統治において客観的かつ独立的

な立場から適切な職務遂行を期待でき、一般株主と利益相反が

生じるおそれがない者を選任することとしております。

なお、当社は、山村幸広氏、西浦裕二氏、小川正人氏、岡本美津

子氏、小林諒一氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏を東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

⑪ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査

及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と、内部監査部門、監査等委員会及び監査法人と

の相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部統制

委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

⑫取締役会全体の実効性についての分析評価

2020年3月期に係る当社の取締役会の運用状況は以下のと

おりです。また、取締役に対し、質問票によるアンケートを実施

した結果、当社の取締役会の実効性について肯定的な評価を得

ております。これらのことから、当社の取締役会は、実効的に機

能しております。

・  取締役会を原則として月１回開催し（2020年3月期：15回開

催）、必要な事項につき適時に審議・決定を行うとともに、当社

グループの事業に係る報告を受け業務執行の監督を行ってい

ます。

・  全取締役が毎回出席しており、また取締役会においては、十分

な審議時間を確保して活発な議論を行っています。

・  取締役会における審議の結果、議案修正・再検討が決議され

ることもあり、取締役会による業務執行に対する規律が機能

しています。

当社は、取締役会構成員の意見を適時に徴しつつ、取締役会

の実効性向上に努めております。

2. 監査の状況
①監査等委員会監査の状況

監査等委員である社外取締役3名で構成する監査等委員会に

より監査を行っております。また、内部監査部門に対し定期的に

業務監査内容についての報告を求めるとともに、必要に応じて

監査等委員会の職務への補助を指示しております。

当事業年度においては、監査等委員会を合計20回開催してお

り、各監査等委員ともそのすべての回に出席しております。

監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査

計画の策定、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整

備・運用状況、子会社における監査の状況、内部監査部門との

連携及び監査環境の整備、監査等委員である取締役の人事、取

締役（監査等委員である取締役を除く。）の人事及び報酬等であ

ります。

また、会計監査人の職務の執行状況を確認し、会計監査人の

監査の方法及び結果の相当性を検証したほか、会計監査人の選

解任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬等について検

討いたしました。

各監査等委員は、それぞれの専門分野で培われた豊富な経験

と高い見識に基づき、取締役会においては、独立の立場から当
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社グループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上及び企

業統治体制の一層の充実のための発言を行っております。

小林諒一氏は、当社監査等委員である社外取締役に就任以

来、経営全般における豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締

役の職務執行に対する監視・監査機能を担っております。また、

常勤監査等委員として報酬・指名委員会、内部統制委員会、情報

システム運営委員会等の取締役会以外の重要な会議に出席す

るほか、重要な会議の議事録、契約書、稟議書及び会計情報等

を閲覧することによって得られた情報を他の監査等委員と共有

しております。

豊島忠夫氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社

経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し

ており、当社監査等委員である社外取締役に就任以来、財務及

び会計に関する知見に基づき、取締役の職務執行に対する監

視・監査機能を担っております。

進士肇氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経

営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有するとと

もに、法律分野に関する公職を歴任するなど豊富な職務経験と

幅広い見識を有しているため、取締役の職務執行に対する監

視・監査機能を担うことを期待し、監査等委員である社外取締

役に選任しております。

②内部監査の状況

内部監査については、監査室（社長直轄組織として設置。）が

あり、監査等委員会及び監査法人と相互に情報を共有しなが

ら、重要性とリスクを考慮し、グループ会社を含んだ社内管理体

制及び業務プロセスを定期的にチェック、検討・評価（内部評

価）を行い、社長に対し報告及び提言を行っております。

監査等委員会と監査法人との相互連携については、各四半期

及び本決算時の年4回、報告及び意見交換を行うほか、適宜、意

見交換の場を設定し、その内容を監査業務に反映しております。

なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制委員

会に対して適宜報告を行っております。

③会計監査の状況

イ. 監査法人の名称

　EY新日本有限責任監査法人

ロ. 継続監査期間

　14年間

ハ. 業務を執行した公認会計士

　指定有限責任社員 業務執行社員：柴田憲一

　（継続監査年数6年）

　指定有限責任社員 業務執行社員：中村美由樹

　（継続監査年数1年）

ニ. 監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士 14名、その他 27名

ホ. 監査法人の選定方針と理由

　監査法人の選定に際しては、会計監査人に必要とされる

専門性、独立性、適切性及び品質管理・審査体制を備えてい

ることに加え、当社の国際的な事業活動を一元的に監査で

きる体制を有していることを総合的に勘案いたします。その

結果、EY新日本有限責任監査法人は適任であると判断いた

しました。

　なお、当社は、会社法第340条に定める監査等委員会によ

る会計監査人の解任のほか、原則として、監査法人が職務を

適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等

委員会の決議を経て、会計監査人の解任又は不再任に関す

る議案を株主総会に上程いたします。

ヘ. 監査等委員会による監査法人の評価

　監査等委員会が定めた「会計監査人の選定・評価基準」に

従って、監査法人の品質管理の状況、監査チームの専門性、

独立性及び職務執行体制、海外のネットワークファームと連

携したグループ監査等を評価した結果、いずれも問題はな

いと判断しております。

④監査報酬の内容等

イ. 監査法人に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業
務に基づく
報酬

非監査業務
に基づく
報酬

監査証明業
務に基づく
報酬

非監査業務
に基づく
報酬

提出会社 48百万円 1百万円 74百万円 1百万円

連結子会社 70百万円 －百万円 40百万円 －百万円

計 119百万円 1百万円 114百万円 1百万円

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連

結会計年度ともに英文財務諸表作成に関する指導助言業務で
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あります。

また、連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきま

しては、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに該当事項は

ありません。

ロ.  監査法人と同一のネットワーク（Ernst&Young）に属する

組織に対する報酬（イを除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業
務に基づく
報酬

非監査業務
に基づく
報酬

監査証明業
務に基づく
報酬

非監査業務
に基づく
報酬

提出会社 －百万円 －百万円 －百万円 3百万円

連結子会社 124百万円 17百万円 110百万円 18百万円

計 124百万円 17百万円 110百万円 21百万円

当社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連

結会計年度に該当事項はありません。当連結会計年度は内部統

制に係る助言業務であります。

連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及

び当連結会計年度ともに税務助言業務であります。

ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

ニ. 監査報酬の決定方針

　当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針は、当社の

事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して決定して

おります。

ホ. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会

が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過年度の監査

時間及び監査報酬との比較、並びに同規模の企業及び同業

他社の監査報酬との比較の結果、当連結会計年度の監査時

間及び監査報酬について妥当であると判断したためであり

ます。

3. 役員の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に

係る事項

当社の役員報酬制度の基本方針と決定プロセスは、以下のと

おりです。なお、当社は、役員報酬制度の客観性と透明性を確保す

るため、社外取締役4名及び代表取締役1名で構成される報酬・

指名委員会を任意で設置し、取締役会からの授権に基づき、同委

員会において、役員報酬制度の基本方針及び取締役（監査等委員

である取締役を除く。）の個別報酬額を決定しております。

役員報酬制度の基本方針

イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等

•  業務執行取締役の報酬等は、固定報酬（金銭）、業績連動報

酬（金銭）及び株式報酬型ストックオプション（新株予約

権）から構成されます。

•  非業務執行取締役及び社外取締役の報酬等は、固定報酬

（金銭）及び株式報酬型ストックオプション（新株予約権）か

ら構成されます。

•  業績連動報酬（金銭）に関しては、規模と収益性のバランス

の取れた成長を目指すため、連結売上高及び連結営業利益

を指標としてその額を算定し、具体的には、2017年3月期の

連結売上高（256,824百万円）及び連結営業利益（31,295

百万円）からの増減度合いに応じて予め定めた倍率（ただ

し、最大400%から最低0%まで）を基準報酬額（9,000万円）

に乗じて算定します。

•  株式報酬型ストックオプション（新株予約権）に関しては、

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、持続的

成長の実現と企業価値の向上に取り組む長期的インセン

ティブを付与することを目的とし、また取締役に対する退

職慰労金を廃止して株式報酬に振り替えた経緯から、株

式報酬型ストックオプション（新株予約権）を採用してお

ります。株式報酬型ストックオプション（新株予約権）とし

ての報酬等の額は、都度、報酬・指名委員会において決定

します。

ロ. 監査等委員である取締役の報酬等

　監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である

取締役の経営に対する独立性に鑑み、固定報酬（金銭）のみ

とします。
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4. 株式の保有状況
①投資株式の区分の基準及び考え方

当社グループは、株式等の価値の変動または株式等に係る配

当によって利益を受けることを目的として取得する株式につい

ては保有目的が純投資目的である投資株式、事業提携や取引関

係の目的で取得する株式については保有目的が純投資目的以

外の目的である投資株式に区分する方針としております。

②株式の保有状況

2020年3月31日時点で、当社グループのうち、投資株式の貸

借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保

有会社）である（株）スクウェア・エニックスについては以下のと

おりです。

a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.  保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄

の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

　当社は、事業提携や取引関係の強化を目的として、当社の

中長期的な企業価値の向上に資する場合に保有することを

基本方針としております。毎年、当社取締役会において所期

の目的の達成状況を確認すること及び保有の継続可否を判

断することにより、保有の合理性を検証しております。定量

的に現状及び将来の損益状況を確認すること及び定性的に

所期の目的の達成状況等を確認することにより、個別銘柄

の保有の適否を総合的に検証しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

対象となる
役員の員数固定報酬 業績連動報酬 株式報酬型

ストックオプション

取締役（監査等委員を除く。）
（うち社外取締役）

291百万円
（46百万円）

128百万円
（36百万円）

106百万円
（－百万円）

57百万円
（10百万円）

5名
(3名)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

44百万円
（44百万円）

44百万円
（44百万円）

－百万円
（－百万円）

－百万円
（－百万円）

3名
(3名)

合計
（うち社外取締役）

335百万円
（90百万円）

172百万円
（80百万円）

106百万円
（－百万円）

57百万円
（10百万円）

8名
(6名)

※1.  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬限度額は、2018年6月22日開催の第38回定時株主総会において年額600百万円以内（うち社外取締役分
は年額48百万円以内）、株式報酬型ストックオプションとしての報酬等の限度額は同株主総会で年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額32百万円以内）
と承認を得ております。なお、第38回定時株主総会終結時の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は5名（うち社外取締役は3名）であります。

※2.  監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第38回定時株主総会において年額80百万円以内と承認を得ております。なお、第38回定時
株主総会終結時の監査等委員である取締役は3名であります。

※3. 当社は、役員退職慰労金制度を廃止しております。

③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名 連結報酬等の
総額 役員区分 会社区分

連結報酬等の種類別の総額

固定報酬 業績連動報酬 株式報酬型
ストックオプション

松田 洋祐 229百万円 取締役 提出会社 80百万円 106百万円 43百万円

取締役報酬の決定プロセス

イ． 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個別報酬額は、

報酬・指名委員会において決定します。

ロ． 監査等委員である取締役の個別報酬額は、報酬・指名委員会

の決定した基本方針を参照しつつ、監査等委員である取締

役の協議により決定します。

ハ． 個別の報酬額に関しては、株主総会で承認された報酬枠内

において、毎年の業績、各取締役の職責・業績への貢献度、過

去の支給実績、優秀な人材確保への配慮、適切な比較対象と

なる他社の報酬水準の動向、経済情勢等を総合的に勘案し

決定します。
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ロ. 銘柄数及び貸借対照表計上額

区分 銘柄数 貸借対照表計上額の
合計額

上場株式 1銘柄 419百万円

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

区分 銘柄数
株式数の増加
に係る取得
価額の合計額

株式数の
増加の理由

上場株式 1銘柄 722百万円
マンガアプリ「マンガ
UP！」の事業提携関係を
維持及び強化するため

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

ハ.  特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸

借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度 保有目的、
定量的な保
有効果及び
株式数が増
加した理由

当社の株式
の保有の
有無

株式数 株式数
貸借対照表
計上額

貸借対照表
計上額

and factory
（株）

379,784株 －株
マンガアプリ
「マンガUP!」
の事業提携
関係を維持
及び強化す
るため

無
419百万円 －百万円

※ 定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、毎
年当社取締役会において所期の目的の達成状況を確認すること及び保有
の継続可否を判断することにより検証しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

b.保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。

③ 提出会社における株式の保有状況

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　該当事項はありません。

ESG（環境・社会・ガバナンス）

b. 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
貸借対照表
計上額の
合計額

銘柄数
貸借対照表
計上額の
合計額

非上場株式 4銘柄 0百万円 5銘柄 0百万円

非上場株式
以外の株式 2銘柄 61百万円 2銘柄 160百万円

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額

売却損益の
合計額

評価損益の
合計額

非上場株式 －百万円 －百万円 ※1
非上場株式
以外の株式 0百万円 －百万円 48百万円

（－百万円）
※1.  非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
※2. 「評価損益の合計額」の（　）は外書きで、当事業年度の減損処理額であ

ります。

5. IR活動
当社は、投資家の皆様に対し有用な情報をお届けするため

に、適時・適正な情報開示を行うことを基本方針としておりま

す。具体的には、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める

「適時開示規則」に従って、投資判断に重要な影響を与える情報

については適時開示を行い、それ以外の情報についても、当社

を理解していただく上で有用と判断されるものについては、積

極的に開示を行っております。IR活動の基本原則は以下の通り

です。

機関投資家・アナリストの皆様には四半期毎に決算説明会を

開催し、代表取締役社長及び経営企画部門責任者又は経理財

務部門責任者より説明を行うこととしております。海外投資家

の皆様に対しては海外ロードショーを例年、年3回実施し、代表

取締役及び経営企画部門責任者より説明を行うこととしており

ます。さらに、個別面談、スモールミーティングを通じて、資本市

場との建設的な対話に努めております。

個人投資家の皆様には、例年定時株主総会の終了後に、IRカ

ンファレンスを開催し、代表取締役及び子会社取締役が説明を

行うこととしております。

当社のホームページには決算短信、決算説明会資料（代表取

締役社長の説明内容も掲載）、有価証券報告書、アニュアルレ

ポート、株主総会招集通知などを掲載しております。
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